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１．目的

「はっぴょん通信」は，学校教育の課程において，知

的財産をより身近なものに感じてもらうために，身の

回りにある物に関係する知的財産を紹介しながら，知

的財産制度の啓発を図る，子供（児童・生徒）を対象

としたパンフレットです。「はっぴょん通信」は，全国

の小学校，中学校，高等学校，教育委員会に加えて全

弁理士会員を対象に配布されています。学校教育の現

場に直接届けて知的財産制度の紹介等に利用してもら

うことで，知的財産制度のさらなる周知・拡充につな

がることが期待されます。

２．経緯

平成 14 年 7 月，知的財産戦略会議において，知的財

産をもとに製品やサービスの高付加価値化を進め，経

済・社会の活性化を図る国づくり，すなわち知的財産

立国の実現を図るべく，知的財産戦略大綱がまとめら

れました。この知的財産戦略大綱に「小中学生の発

明・創意工夫への興味を高め，独創的なアイディアを

尊重する意識を育てるため，2002 年度以降も，広報等

を通じて，先人たちの優れた発明を学び，創造するこ

とを楽しむ機会や知的財産制度への理解を深める機会

を通じた知的財産意識の育成を図る。」ということが

掲げられており，日本弁理士会でも知的財産立国の実

現に向けての一翼を担うべく，若年層に広く知的財産

の存在を知ってもらい，関心を持ってもらうように

「子供向けパンフレット」を制作することになりました。

一般的に知的財産が理解し難いものであることか

ら，このパンフレットでは，知的財産についての権利

という観点から紹介するのではなく，権利の対象物で

ある発明，デザイン，ブランドや著作物という観点か

ら，知的財産を紹介することになりました。

パンフレットの第 1号は平成 14 年 11 月に発行され

ましたが，このときはまだ紙面に「はっぴょん通信」

という名称は付されていませんでした。当初は，知的

財産に関する啓発ポスターの色彩が強いもののようで

した。第 2号より「はっぴょん通信」という名称が紙

面に付されて発行され，身の回りの知的財産に関連す

る物を取り上げる内容になりました。平成 24 年に一

度発行が途切れましたが，平成 26 年から発行が再開

され，2015 年度時点で，第 17 号まで発行されていま

す。
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３．対象

はっぴょん通信の配布先は，主に，全国の小学校，

中学校，高等学校，教育委員会等です。知的財産意識

を育むための教育，すなわち知財教育の本質は，子供

たちに知的財産を身近に感じてもらって創作すること

を楽しむ心を育む機会を提供するだけでなく，他人の

アイデアやコンテンツを模倣・盗用することはいけな

いことであるという道徳心を養う機会を提供すること

であると考えます。このような機会の提供は学校教育

の早い段階で行うのがよいと思いますので，小学校高

学年（4〜6年生）の児童が理解できるようなコンテン

ツの難易度を想定しています。

４．利用形態

はっぴょん通信は，学校の校舎内（教室，廊下等）

の壁や掲示板に掲示されたり，教室内で閲覧可能な読

み物として据え置かれていたり，または授業において

利用する場合にはクラスの子供たちに回覧されたりす

ることを想定しています。

また，弁理士が学校に赴いて知的財産についてレク

チャーをする際に，その材料の一つとして，はっぴょ

ん通信が利用されることを想定しています。創刊当時

は，「母校に戻ろう」の合言葉で，弁理士一人ひとりに

日本弁理士会の広報担当となってもらい，各自の環境

に合わせて会員自身の母校の小学校や中学校に戻っ

て，知的財産の世界を紹介する，という運動もあった

ようです。

いずれにしても，学校教育の現場で知的財産につい

て考える機会の一助となるように，はっぴょん通信が

利用されることを期待しています。

５．「はっぴょん通信」の概要

はっぴょん通信は，上述のように，小学校高学年の

児童でも理解できる難易度を想定していますので，ま

ずは，小学校高学年の児童でも分かりやすいように知

的財産制度を紹介することが大前提です。

次に，実際として児童・生徒だけで知的財産を理解

することは難しいと考えられる部分もありますので，

学校教育の現場における教員等を介して子供たちによ

り容易に理解させることが考えられます。

さらに，将来，知的財産制度との関わりを考えさせ

るようなテーマを設定することが望ましいと考えま

す。

これらを踏まえて，児童・生徒に難しいとされる知

的財産制度への理解のきっかけとなるように，はっ

ぴょん通信を制作することになりました。

図 1 第 1号

はっぴょん通信の表面（カラー印刷）は，授業の際

に黒板やホワイトボード等での掲示や，学校内の掲示

板等での掲示を目的するポスターとして機能します

（図 1）。表面には，特許，実用新案，意匠，商標，著作

権とは何か等について，子供たちにも分かりやすく，

かつ親しみを持てるテーマを設定し，イラストや写真

を交えて紹介します。

裏面（モノクロ印刷）の上段には，授業に活用して

もらうために，表面で取り上げた知的財産に関する解

説情報や補足情報が紹介されています（図 2 上段）。

これらの情報は，教員の指導の際に役立ててもらう狙

いがあり，例えば，授業で児童・生徒へ配布するシー

ト等として利用してもらうことを期待しています。

裏面（モノクロ印刷）の下段には，日本弁理士会の

PR 情報などが掲載されています。例えば，第 16 号で

は，パテントコンテスト・パテントデザインコンテス

ト表彰式に関する記事が掲載されています（図 2 下

段）。
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図 2 はっぴょん通信（第 16号）の裏面

６． これまでに発行されたはっぴょん通信の紹

介

以下では，過去に発行されたはっぴょん通信の表面

およびそのテーマを簡単に紹介します。なお，現在，

はっぴょん通信は年 1 回の発行ですが，以前は，年 3

回の発行でした。

①第 1号「誰かが考えたアイディアを，みんなで大切

にしよう！」

記念すべき第 1号です（図 1）。表面は知的財産制度

に関する啓発ポスターであり，裏面に具体的な知的財

産権の概要や種類，弁理士の説明，なぜアイディアを

保護しなければならないのかが解説されています。
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②第 2号「ニセモノに気をつけて!!」

第 2号では，腕時計を題材に，商標の働きや模倣品

へ注意することが取り扱われています。

図 3 第 2号

③第 3号「できたモノは同じモノでも，アイディアは

誰のもの？」

第 3号では，他人のアイディアを盗んで利用するの

はいけないことであることを啓発しています。

図 4 第 3号

図 5 第 4号

④第 4号「君たちが作ったものは，法律で守られてい

るんだよ！」

第 4 号では，音楽が著作物として保護されており，

不正使用することはいけないことが解説されています。

⑤第 5 号「便利なものはちょっとしたアイディアか

ら。きみもチャレンジしない？」

第 5号では，身近にある文房具を題材に，ちょっと

したアイデアから発明が創作できることが解説されて

います。

図 6 第 5号
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⑥第 6号「サッカーボールにも，こんな秘密がかくさ

れているんだ！！」

第 6号では，サッカーボールを題材に，それが特許

権，実用新案権，意匠権，商標権を活用して保護する

ことができることが解説されています。

図 7 第 6号

図 8 第 7号

⑦第 7号「わたしたち，未来の発明家！！」

第 7号では，子供たちが創作した考案が紹介されて

います。

図 9 第 8号

⑧第 8号「知的財産って，どうやって取得できるの？」

第 8号では，知的財産権の 1つである特許権を取得

するまでの流れについて解説されています。

⑨第 9号「高校生が特許権を取得！」

第 9号では，高校生が取得した特許権に係る発明が

紹介されています。

図 10 第 9号
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図 11 第 10 号

⑩第 10 号「はっぴょんがブログで小説を書き始めた

ら･･･」

第 10 号では，著作権の帰属の主体について解説さ

れています。

図 12 第 11 号

⑪第 11 号「まわりには知的財産がいっぱい」

第 11 号では，身の回りにある商品のどの部分に知

的財産があるのかが紹介されています。

⑫第 12 号「身近な携帯電話にも知的財産がたくさん

あるよ！」

第 12 号では，携帯電話を題材に，それに関連する知

的財産が紹介されています。

図 13 第 12 号

⑬第 13号「小学生も特許を取れる！ キミも未来のエ

ジソンだ？！」

第 13号では，アイデアの創出から特許出願，さらに

は権利化までをすごろく形式で解説しています。

図 14 第 13 号
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図 15 第 14 号

⑭第 14 号「「特許」のつまった独自技術」

第 14 号では，リニアモーターカーを題材に，それに

用いられている知的財産の一例が紹介されています。

⑮第 15 号「3D 映画を観にいくと，知的財産がいっぱ

いあるんだ！」

第 15 号では，3D 映画を題材に，それを上映してい

る映画館で利用されている知的財産の一例が紹介され

ています。

図 16 第 15 号

⑯第 16 号「身の回りのÀ知的財産Áって何があるのか

な？探してみよう！」

第 16 号では，身の回りに商品のどの部分に知的財

産があるのかが紹介されています。

図 17 第 16 号

図 18 第 17 号

⑰第 17 号「町工場で生まれた，ユニークな発明品！傘

ポン」

第 17 号では，町工場で生まれた発明について，特許

出願，権利化，権利行使に至るまでの流れが迷路形式

で解説されています。
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７．終わりに

はっぴょん通信の創刊当時，小学生・中学生・高校

生だった子供らも，現在は，社会人となって各方面で

活躍し，そのうちの何人かは知的財産関係の分野で活

躍している方もいることでしょう。もしかしたら，弁

理士となって今このパテント誌を読まれている方もい

らっしゃるかもしれません。そのような方々の進路の

決定にわずかでもはっぴょん通信が寄与していたなら

ば，編集者冥利につきます。

今後とも，はっぴょん通信の発行は続きます。そし

て，はっぴょん通信はこれからも多くの子供たちの目

に触れていくことでしょう。そこで，知的財産が自分

たちと近しい関係であることを認識してもらって知的

財産に興味を持ってもらい，創作する楽しさや，創作

されたアイデアや作品に対してリスペクトする心を育

み，知的財産って素晴らしいものなんだと感じてもら

える，そのような「はっぴょん通信」をこれからも

作っていきたいと思います。

(原稿受領 2016. 5. 24)
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